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　次期福岡県自転車活用推進計画策定支援業務委託仕様書
１　委託業務名
次期福岡県自転車活用推進計画策定支援業務（以下「委託業務」という。）
２　業務の目的
　　自転車は、子どもから高齢者まで幅広い世代において、通勤、通学、買い物、レジャー等さまざまな目的で最も身近に利用されている交通手段であり、自転車を活用することで、CO2の削減、健康増進、観光振興等の効果が期待できる。
　　本県では、自転車活用推進法に基づき「第２次福岡県自転車活用推進計画」を策定し、令和４年度から令和８年度を計画期間として、自転車通行空間の整備やサイクルスポーツの普及促進を通じて、自転車の活用推進に取り組んできたところである。
　　この間、生活様式やライフスタイルの変化、ツール・ド・九州の開催、道路交通法改正によるヘルメットの着用努力義務化、交通反則通告制度（青切符）の導入など、自転車を取り巻く環境は大きく変化している。
　　本業務は、上記のような社会情勢の変化を踏まえた上で、本県における自転車の活用を一層促進できるよう、次期福岡県自転車活用推進計画の策定を支援することを目的とする。
３　業務委託期間

　　契約締結日から令和９年２月２８日まで
４　委託業務の内容
（１）計画策定準備
本業務の作業を円滑に進めるため、業務の具体的な進め方及びスケジュールに関する業務計画書を作成し、委託者と十分な打合せを行う。

（２）自転車利用意向調査

自転車利用に係る意向調査の調査項目を設定するとともに、アンケート結果を集計・分析して、自転車活用推進における課題を整理する。

ア　調査地域

福岡県全域

イ　設問数

４０問程度

ウ　回答（標本）数

２，０００件（４地域（北九州、福岡、筑豊、筑後各５００件））
エ　回答（標本）の抽出方法（層化二段無作為抽出）

・県内４地域（北九州、福岡、筑豊、筑後）に分け、１地域１００調査地点を配分する。

・地域毎に、１市区町村に少なくとも１調査地点を配分し、残については、各地域内の人口構成比により配分する。

・１調査地点から５人の標本を抽出する。
　　　・抽出にあたっては、委託者より市町村の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿の閲覧を依頼するため、受託者は選挙人名簿を手書きにより転記することを想定している。
（３）自転車を取り巻く現状及び課題分析
　４（２）により実施した調査、全国都市交通特性調査、国勢調査、そのほか国土交通省が実施した各種調査結果、オープンデータ等から、自転車を取り巻く現状と課題を分析する。全国的な現状、課題もさることながら、特に本県特有の現状、課題という観点についても着目すること。
（４）施策案の検討
４（３）によって得た分析結果を基に、県の施策案を検討する。
なお、施策案の検討にあたっては、県による施策の実現性や既存事業の進捗状況、予算制約、関係者の目線等を考慮すること。

（５）計画案のとりまとめ
　　　４（３）～（４）の成果をとりまとめ、計画案を作成する。
（６）福岡県交通対策協議会への出席
協議会での必要に応じた資料の説明、質問対応
※11月、１月の協議会では、それぞれ素案、最終案について協議することを想定している。

（７）報告書及び成果品の提出

４（２）～（５）の成果品及び報告に加え、業務完了時に精算書を添付し、業務完了報告書を提出すること。電子データについては、発注者が活用できるようPDFファイルだけではなく、オリジナルファイル（.docx、 .xlsx、 .pptx等）とし、表やグラフ等はExcelデータに別途取りまとめ、バックデータと合わせて納品すること。
５　業務を遂行する上で必要な事務
（１）提案に当たっては、妥当性があり実現可能なものとなるよう、十分精査すること。
（２）企画検討、連絡調整のため、委託者との打ち合わせを必要に応じて行い、事業の進捗状況、計画等について報告を行うこと。その際、協議内容については適宜記録し、記録簿としてまとめること。
打ち合わせ以外にも、委託者と十分な協議を行うため、随時連絡調整を行うこと。
（３）受託者は契約締結後、事業全体の実施計画、報告方法・時期等について委託者と協議を行い決定すること。
（４）業務の遂行に関し、事業に必要な能力と経験を有する業務責任者を定め、必要な人員を配置すること。
（５）受託者は業務実施に当たって、データの漏えい、滅失及び事故等の予防に十分に注意し、業務の信頼性及び安全性の確保に努めること。
（６）当事業実施に当たって必要な費用は全て受託者が負担すること。

（７）当事業実施に当たって関係法令及び福岡県の条例等を遵守すること。
６　著作権
（１）受託者が委託業務で制作したデータ、 動画、写真、イラスト、文章等の成果品 （中間成果品を含む。）の所有権、著作権（著作権法第２７条、２８条に規定する権利を含む。）、利用権は委託者に帰属するものとし、受託者は委託者に無断でこれらの使用、貸与及び公表等を行ってはならない。ただし、これによりがたい場合は、委託者と協議の上、取扱を決定するものとする。
（２）成果品等に、受託者が従前から有していた知的財産権（著作権、ノウハウ、アイデア、技術、情報）が含まれていた場合には、権利は受託者に保留されるが、委託者は当該権利を無償で使用できることとする。

（３）成果品の一部に第三者が権利を有する著作物を使用した場合は、所有権、著作権、利用権等に関して、受託者の負担で必要な手続を行うものとする。

（４）他者の著作権侵害など知的財産権等に関わる問題が生じた場合は、受託者が全責任を負うものとする。
７　その他

（１）委託業務を一括して第三者に再委託してはならない。
また、業務の一部を第三者に再委託する場合は、あらかじめ発注者の承認を得ること。
（２）受託者は、業務の遂行に際して知り得た情報等について、契約期間中及び契約期間終了後のいずれにおいても、委託者の許可なく他の業務等に使用したり、第三者に漏らしたりしてはならない。
（３）この仕様書は、業務の実施方法の大要を示すものであるため、業務の性質上当然実施しなければならないもの又は軽微な部分で記載のない事項については、発注者の指示に従うこと。
（４）この仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者と受注者の双方で別途協議する。
８　参考資料
本業務の遂行にあたっては、本仕様書のほか、次に例示する計画策定に関する資料、情報リソース及び福岡県の関係計画について適宜参考とすること。
・第３次自転車活用推進計画（国）
・福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例
・福岡県総合計画
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